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〔利用上の注意〕  

１ 「統計法令に基づく統計調査の承認及び届出の状況」（以下、「本月報」という。）中で「指定

統計」とは、改正前の統計法（昭和 22 年法律第 18 号。以下「旧統計法」という。）第２条の

規定に基づき、総務大臣が指定した統計をいう。  

２ 本月報中で「指定統計調査」とは、旧統計法下において、指定統計を作成するために行われ

た統計調査をいう。  

３ 本月報中で「承認統計調査」とは、改正後の統計法（平成 19 年法律第 53 号。以下「新統計

法」という。）により廃止された統計報告調整法（昭和 27 年法律第 148 号）の規定に基づく総

務大臣の承認を受けて実施された「統計報告の徴集」の通称をいう。  

４ 本月報中で「届出統計調査」とは、旧統計法下にあっては、第８条に基づき総務大臣に届け

られた統計調査をいい、新統計法下にあっては、第 24条第１項又は第 25 条に基づき総務大臣

に届けられた統計調査をいう。  

５ 本月報中で「基幹統計」とは、新統計法第２条第４項に規定する統計をいう。旧統計法下の

指定統計のうち、新統計法施行の段階（平成 21 年４月１日）で引き続き作成されていたもの

については、基幹統計に移行している。  

６ 本月報中で「基幹統計調査」とは、基幹統計を作成するために行われた統計調査をいう。  

７ 本月報中で「一般統計調査」とは、国の行政機関が行う統計調査のうち、基幹統計調査以外

のものをいう。  

８ 本月報中の目次等における調査名の後ろの「平成◇年承認」「平成◇年届出」については、本

月報の編集に係るシステム管理上、付記しているものである。 
 



 

○基幹統計調査の承認 

 

統計調査の名称 実 施 者 主 な 承 認 事 項 承認年月日 

経済産業省 

企業活動基本調査 
経済産業大臣 

承認事項の変更 

① 会社法の改正に伴い、

調査事項「企業経営の方

向（年度末現在）」におけ

る「委員会設置会社」を

「指名委員会等設置会

社」に変更 

② 「統計調査における労

働者の区分等に関するガ

イドライン（平成 27 年５

月 19 日各府省統計主管課

長等会議申合せ）」の策定

を踏まえ、調査事項「事

業組織及び従業者数」に

おける用語の定義・注釈

を変更  

H28.3.24 

作物統計調査 農林水産大臣 

承認事項の変更 

平成 28 年度からの調査の

実施に当たり、以下のとお

り変更 

（１）報告者数の変更 

母集団情報である農

林業センサスのデータ

が更新されたことに伴

う報告者数の機械的な

変更 

（２）東日本大震災に伴い

設けていた調査対象の

一部を除外する従前の

調査計画の規定を削除 

H28.3.30 

注）本表は、統計法の規定に基づいて、総務大臣が承認した基幹統計調査の計画

について、主な内容を掲載したものである。 
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○一般統計調査の承認

承認年月日 統計調査の名称 実施者

H28.3.3 情報通信業基本調査
総 務 大 臣
経 済 産 業 大 臣

H28.3.15 中小企業実態基本調査 経 済 産 業 大 臣

H28.3.16 介護サービス施設・事業所調査 厚 生 労 働 大 臣

H28.3.16 社会福祉施設等調査 厚 生 労 働 大 臣

H28.3.18 公的年金加入状況等調査 厚 生 労 働 大 臣

H28.3.23 産業連関構造調査（通信・放送業等投入調査） 総 務 大 臣

H28.3.29 たばこ関連産業の実態等に関する調査 財 務 大 臣

H28.3.29 労使関係総合調査 厚 生 労 働 大 臣

H28.3.30 高齢者の経済・生活環境に関する調査 内 閣 総 理 大 臣

H28.3.30 特定作物統計調査 農 林 水 産 大 臣

 注）本表は、統計法の規定に基づいて、総務大臣が承認した一般統計調査について掲載したものである。
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（１）　新　規

受理年月日 統計調査の名称 実施者

H28.3.9 私立保育所・幼稚園・認定こども園従業員給与調査 大阪市人事委員会委員長

H28.3.18 平成28年度女性の活躍促進に向けた企業等実態調査 香 川 県 知 事

H28.3.31 職種別民間給与実態調査付帯調査 福井県人事委員会委員長

○届出統計調査の受理

注）本表は、統計法の規定に基づいて、総務大臣に届け出られた統計調査の受理（新規）について掲載したもので
ある。
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（２）　変　更

受理年月日 統計調査の名称 実施者

H28.3.9 広島県人口移動統計調査 広 島 県 知 事

H28.3.18 大阪府工業指数作成のための生産動態調査 大 阪 府 知 事

H28.3.22 青森県景気ウォッチャー調査 青 森 県 知 事

H28.3.23 奈良県観光客動態調査 奈 良 県 知 事

H28.3.23 奈良県宿泊統計調査 奈 良 県 知 事

H28.3.30 鳥取県山間集落実態調査 鳥 取 県 知 事

注）本表は、統計法の規定に基づいて、総務大臣に届け出られた統計調査の受理（変更）について掲載したもので
ある。
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○基幹統計調査の承認 

【調査名】 経済産業省企業活動基本調査（平成２８年承認） 

【承認年月日】 平成２８年３月２４日 

【実施機関】 経済産業省大臣官房調査統計グループ企業統計室 

【目 的】 経済産業省企業活動基本調査（以下「企業活動基本調査」という。）は、企業

の活動の実態を明らかにすることにより、企業に関する施策の基礎資料を得るこ

とを目的とする。 

【沿 革】 近年における我が国企業の事業活動は、多角化・組織化・系列化・国際化、

ソフト化等を中心に変化が著しく、かつ、このような事業活動の多角化・国際化

等による新たな展開は、同一企業内の複数事業所又は単一企業の領域を越え、複

数の企業にわたる新たな活動形態として具体化してきていることから、これらの

実態を定量的に把握することが、各種の行政施策を企画していく上で重要な課題

となっていた。 このような事業活動の多様化の実態を、既存の事業所を対象と

する調査で把握することが困難であり、また、企業を対象とする調査においても、

包括的に把握するものとなっていなかった。 企業を単位とした事業活動の多角

化の実態を把握する観点からは、昭和６２年、平成元年に、製造業に属する企業

を対象として工業統計調査（指定統計第１０号を作成するための調査）丙調査が

実施され、企業の事業活動の多角化等の状況を把握してきたが、事業活動の多角

化等は製造業だけでなく、他の産業においても急速に進んでいることから、その

全体像を把握することが困難となってきた。本調査は、産業・経済動向の変化に

応じた通商産業政策を企画・立案するための基礎資料を得ることを目的とする新

たな統計調査として、平成４年９月１１日、指定統計に指定され、指定統計調査

として３年周期により平成４年、７年に実施された（工業統計調査丙調査は、平

成４年以降廃止）。なお、本調査の実施に当たっては、工業統計調査丙調査の対

象業種である製造業のほか、鉱業、卸売・小売業、飲食店（一般飲食店及びその

他の飲食店に属するものを除く。）に調査対象業種が拡大され、調査事項にも企

業活動の多角化に関する項目が加えられている。しかし、その後も多角化、分社

化、生産拠点の海外移転等企業活動が複雑かつ急激に変化しており、その実態を

経年的にとらえていくことが必要となったことから、平成８年度以降、３年に１

回の大規模調査と他の２回の簡易調査のローテーションにより毎年実施するこ

ととされた。 平成１０年には、「一般飲食店」が調査対象業種に追加されたほ

か、報告者負担の軽減を図るため、プレプリントの実施、他指定統計調査結果デ

ータの利活用等の措置が講じられている。平成１３年には「電気・ガス業」、「ク

レジットカード業、割賦金融業」及び「サービス業のうち経済産業省の所管業種

を中心とした業種」が調査対象業種に追加され、平成１６年には、デザイン・機

械設計業、商品検査業、計量証明業、ボウリング場及びディスプレイ業の５業種
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が調査対象業種に追加されている。 平成１７年には法人企業統計調査の調査結

果の活用を図るため、所要の改正を行っている。平成１９年にはサービス業（他

に分類されないもの）のうち学術・開発研究機関、洗濯・理容・美容・浴場業、

廃棄物処理業等各省の了解を得られた業種を追加している。 

【調査の構成】 １－企業活動基本調査票 

【公 表】 インターネット、刊行物及び電磁的記録に記録したものを紙面又は映像面に

表示 

※ 

【調査票名】 １－企業活動基本調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）企業活動基本調査は、日本標準産

業分類に掲げる大分類Ｃ－鉱業採石業砂利採取業、大分類Ｅ－製造業、大分

類Ｆ－電気・ガス・熱供給・水道業（中分類３５－熱供給業及び中分類３６

－水道業を除く。）、大分類Ｇ－情報通信業（別表に掲げるもの）、大分類Ｉ

－卸売業小売業、大分類Ｊ－金融業保険業（別表に掲げるもの）、大分類Ｋ

－不動産業物品賃貸業のうち中分類７０－物品賃貸業（別表に掲げるもの）、

大分類Ｌ－学術研究専門・技術サービス業（別表に掲げもの）、大分類Ｍ－

宿泊業飲食サービス業（別表に掲げるもの）、大分類Ｎ－生活関連サービス

業娯楽業（別表に掲げるもの）、大分類Ｏ－教育学習支援業（別表に掲げる

もの）及び大分類Ｒ－サービス業（他に分類されないもの）（別表に掲げる

もの）に属する事業所を有する企業のうち、従業者５０ 人以上かつ資本金

額又は出資金額３０００ 万円以上のもの（以下「調査企業」という。）に

ついて行う。 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）３８，０００ （配布）郵送調査 （取集）郵

送・オンライン （記入）自計 （把握時）毎年３月３１日現在 （系統）

経済産業省－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）毎年 （実施期日）調査期日に属する年の５月１６日から７月

１５日まで 

【調査事項】 ①企業の名称及び所在地、②資本金額又は出資金額、③企業の設立形態及

び設立時期、④直近１年間の組織再編行為の状況、⑤企業の決算月、⑥事業

組織及び従業者数、⑦親会社、子会社・関連会社の状況、⑧資産・負債及び

純資産並びに投資、⑨事業内容、⑩取引状況、⑪事業の外部委託の状況、⑫

研究開発、能力開発、⑬技術の所有及び取引状況、⑭企業経営の方向  
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【調査名】 作物統計調査 

【承認年月日】 平成２８年３月３０日 

【実施機関】 農林水産省大臣官房統計部生産流通消費統計課 

【目 的】 本調査は、統計法（平成１９年法律第５３号。以下「法」という。）に基づき、

作物統計（法第２条第４項第３号に規定する基幹統計）を作成することにより耕

地及び作物の生産に関する実態を明らかにし、農業行政の基礎資料を整備するこ

とを目的とする。 

【調査の構成】 １－耕地面積調査、２－作付面積調査、３－作柄概況調査、４－予想収

穫量調査、５－収穫量調査、６－被害応急調査、７－共済減収調査 

【公 表】 調査結果は、インターネット（農林水産省ホームページ及びｅ－Ｓｔａｔ）

に掲載するほか、報告書により公表する。 

※ 

【調査票名】 １－耕地面積調査 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）圃場 （属性）圃場 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）約４００００／約２００００００ （配

布）職員又は調査員による実測調査 （取集）職員又は調査員による実測調

査 （記入）他計 （把握時）毎年７月１５日現在 （系統）農林水産省－

地方農政局等（地方農政局、北海道農政事務所及び内閣府沖縄総合事務局（農

林水産センターを含む。）の職員又は統計調査員 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）７月上旬～７月下旬 

【調査事項】 耕地の田畑別面積、耕地の田畑別の拡張及びかい廃面積 

※ 

【調査票名】 ２－作付面積調査 

【調査対象】 （地域）農林水産大臣が定める種類の作物ごとに農林水産大臣が定める地

域 （単位）圃場、協同組合、事業所又は企業、世帯 （属性）１．圃場、

２．農業協同組合、荒茶工場、製糖会社、製糖工場、集出荷団体、集出荷業

者、その他の関係団体、３．耕地の所有者又は耕作者（農林業経営体を含む。） 

【調査方法】 （選定）全数・無作為抽出・有意抽出 （客体数）１．水稲以外の作物に

関する調査：約７０００／約２０４００ （配布）水稲（職員又は調査員に

よる実測調査）、水稲以外の作物（郵送・オンライン（調査客体の一部）） （取

集）水稲（職員又は調査員による実測調査）、水稲以外の作物（郵送・オン

ライン（調査客体の一部）） （記入）自計・他計 （把握時）作物により、

７月１５日、９月１日又は収穫期 （系統）（水稲）農林水産省－地方農政

局等（地方農政局、北海道農政事務所及び内閣府沖縄総合事務局（農林水産

センターを含む。）の職員又は統計調査員（水稲以外の作物に関する調査）

地方農政局の管轄区域：農林水産省－地方農政局－報告者、北海道：農林水
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産省－北海道農政事務所－報告者、沖縄県：農林水産省－内閣府沖縄総合事

務局－農林水産センター－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）水稲については、７月上旬～７月下旬。それ

以外の作物については、農林水産省大臣官房統計部長（以下「統計部長」

という。）が定める時期 

【調査事項】 作物の種類別作付面積 

※ 

【調査票名】 ３－作柄概況調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）圃場 （属性）圃場 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）約４００００／約２０００００ （配布）

水稲（職員又は調査員による実測調査） （取集）水稲（職員又は調査員に

よる実測調査） （記入）他計 （把握時）７月１５日、８月１５日及びも

み数確定期 （系統）農林水産省－地方農政局等（地方農政局、北海道農政

事務所及び内閣府沖縄総合事務局（農林水産センターを含む。）の職員又は

統計調査員 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）（７月１５日現在調査）７月上旬～７月中旬、

（８月１５日現在調査）８月上旬～８月中旬、（もみ数確定期調査）統計

部長が定める調査期日に対応して実施 

【調査事項】 水稲の時期別の作柄概況 

※ 

【調査票名】 ４－予想収穫量調査 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）圃場 （属性）圃場 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）約４００００／約２０００００ （配布）

水稲（職員又は調査員による実測調査）（取集）水稲（職員又は調査員によ

る実測調査）  （記入）他計 （把握時）毎年１０月１５日現在 （系統）

農林水産省－地方農政局等（地方農政局、北海道農政事務所及び内閣府沖縄

総合事務局（農林水産センターを含む。）の職員又は統計調査員 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）１０月上旬～１０月中旬 

【調査事項】 水稲の予想収穫量 

※ 

【調査票名】 ５－収穫量調査 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）圃場、協同組合、事業所又は企業、世帯 （属性）

１．圃場、２．農業協同組合、荒茶工場、製糖会社、製糖工場、集出荷団体、

集出荷業者、その他の関係団体、３．耕地の所有者又は耕作者（農林業経営

体を含む。） 

【調査方法】 （選定）全数・無作為抽出・有意抽出 （客体数）約９５０００／約１０
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０００００ （配布）水稲（職員又は調査員による実測調査）、水稲以外の

作物（郵送・オンライン（調査客体の一部）） （取集）水稲（職員又は調

査員による実測調査）、水稲以外の作物（郵送・オンライン（調査客体の一

部）） （記入）自計・他計 （把握時）作物ごとの収穫期 （系統）（水稲）

地方農政局等の職員又は統計調査員による実測調査、（水稲以外の作物）地

方農政局等の長が選定した関係団体等又は農林業経営体に対して調査票を

配布して行う郵送自計調査 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）統計部長が定める時期 

【調査事項】 作物の種類別収穫量（水稲にあってはその災害種類別の被害量、果樹及び

野菜にあっては出荷量を含む。花きにあっては出荷量に限る。） 

※ 

【調査票名】 ６－被害応急調査 

【調査対象】 （地域）作物について重大な被害が発生したと認められる地域 （単位）

圃場 （属性）圃場 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （配布）職員又は統計調査員による実測調査 （取集）

職員又は統計調査員による実測調査 （記入）他計 （把握時）農作物に重

大な被害が発生したとき （系統）農林水産省－地方農政局等（地方農政局、

北海道農政事務所及び内閣府沖縄総合事務局（農林水産センターを含む。）

の職員又は統計調査員 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）作物について重大な被害が発生したと認めら

れる場合、速やかに行う。 

【調査事項】 被害応急調査については、災害等を受けた作物の災害種類別作付面積及び

被害量 

※ 

【調査票名】 ７－共済減収調査 

【調査対象】 （地域）農業災害補償法（昭和２２年法律第１８５号）第８４条第１項第

１号、第４号及び第６号に掲げる作物のうち農林水産大臣が定めるものの種

類ごとに農林水産大臣が定める地域 （単位）圃場 （属性）圃場 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （配布）職員又は調査員による実測調査 （取集）職

員又は調査員による実測調査 （記入）他計 （把握時）作物により、収穫

期又は暴風雨が発生したとき （系統）農林水産省－地方農政局等（地方農

政局、北海道農政事務所及び内閣府沖縄総合事務局（農林水産センターを含

む。）の職員又は統計調査員 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）原則として収穫期に行う。ただし、りんご、

ぶどう、なし及びももについては、暴風雨が発生した場合、速やかに行う。 

【調査事項】 作物の種類別共済基準減収量及び当該基準減収量に係る作付面積 
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○一般統計調査の承認 

【調査名】 情報通信業基本調査（平成２８年承認） 

【承認年月日】 平成２８年３月３日 

【実施機関】 総務省情報通信国際戦略局情報通信政策課情報通信経済室・経済産業省大

臣官房調査統計グループ企業統計室 

【目 的】 情報通信業基本調査は、日本標準産業分類大分類Ｇ「情報通信業」に属する

企業の活動の実態を明らかにし、情報通信業に関する施策の基礎資料を得ること

を目的とする。 

【調査の構成】 １－平成２８年情報通信業基本調査票①（共通事項調査用）、２－平成２

８年情報通信業基本調査票②（電気通信業、放送業用）、３－平成２８年情

報通信業基本調査票③（テレビジョン・ラジオ番組制作業用）、４－平成２

８年情報通信業基本調査票④（インターネット附随サービス業用）、５－平

成２８年情報通信業基本調査票⑤（情報サービス業用）、６－平成２８年情

報通信業基本調査票⑥（映像・音声・文字情報制作業用） 

【公 表】 報告書（調査実施年の翌年３月）及び、インターネット（ｅ－Ｓｔａｔ） 

※ 

【調査票名】 １－平成２８年情報通信業基本調査票①（共通事項調査用） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）調査票②～⑥の属性に該当する企

業 （抽出枠）調査票②～⑥の抽出枠に該当するもの 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）９０００ （配布）郵送・オンライン （取集）

郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）毎年３月３１日現在 （系統）

総務省－民間事業者－報告者、経済産業省－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）毎年 （実施期日）調査期日の属する年の６月１６日から８月

１５日まで 

【調査事項】 １．企業の概要 企業の名称、電話番号、本社・本店の所在地、資本金額

又は出資金額、外資比率、企業の設立形態及び設立時期等、２．事業組織及

び従業者数 本社の部門別常時従業者数、本社以外の業種別事業所数、常時

従業者数、他企業等への出向者、正社員、正職員数、パートタイム従業者数

等、３．親会社、子会社・関連会社の状況 親会社の名称、所在地、業種、

議決権所有割合、子会社・関連会社の所有状況、子会社・関連会社の増加・

減少等、４．資産・負債及び純資産並びに投資 資産・負債及び純資産、関

係会社への投融資残高、固定資産の増減、剰余金の配当状況等、５．事業内

容 売上高及び費用等、費用の内訳、情報処理・通信費、支払いリース料、

売上高の内訳等、６．事業内容 売上高及び費用等、費用の内訳、情報処理・

通信費、支払いリース料、売上高の内訳等、７．取引状況 売上高・仕入高

（モノ）の取引状況、モノ以外のサービスに関する国際取引、８．事業の外
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部委託の状況 製造委託の金額、製造委託以外の外部委託の状況、製造委託

以外の外部委託金額等、９．研究開発、能力開発 研究開発の取組状況、研

究開発費及び研究開発投資、能力開発費、１０．技術の所有及び取引状況 特

許権等の所有・使用状況、技術取引額、１１．企業経営の方向 指名委員会

等設置会社の状況、ストックオプション制度の実施状況等 

※ 

【調査票名】 ２－平成２８年情報通信業基本調査票②（電気通信業、放送業用） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）日本標準産業分類小分類３７１－

固定電気通信業、小分類３７２－移動電気通信業、小分類３８２－民間放送

業（有線放送業を除く）及び細分類３８３１－有線テレビジョン放送業に属

する事業を行っている企業のうち以下を対象とする。 ・登録電気通信事業

者及び民間放送事業者 しっ皆 ・届出電気通信事業者及び有線テレビジョ

ン放送事業者のうち 資本金額又は出資金額３０００万円以上の企業 （抽

出枠）総務省で保有する登録・届出電気通信事業者名簿、業界団体名簿、有

線テレビジョン放送事業者名簿、事業所母集団データベース 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）電気通信業：９００ 放送業：９００ （配布）

郵送・オンライン （取集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）

毎年３月３１日現在 （系統）総務省－民間事業者－報告者、経済産業省－

民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）毎年 （実施期日）調査期日の属する年の６月１６日から８月

１５日まで 

【調査事項】 １．企業の概要 企業の名称、本社・本店の所在地、２．事業内容 通信・

放送事業のうち、行っている事業、３．財務状況 長期資金調達・運用状況、

電気通信事業、放送事業、有線テレビジョン放送事業のサービス別売上高、

営業費用（接続料、ネットワーク費、番組購入費等）等、４．取得設備投資

額 電気通信事業、放送事業、有線テレビジョン放送事業の取得設備投資額、

５．従業者の状況 電気通信事業、放送事業、有線テレビジョン放送事業の

常時従業者数、正社員・正職員、パートタイム従業者、他企業等への出向者、

臨時・日雇雇用者等、６．外部委託の状況 外部委託金額等、７．事業運営

の状況 海外へのサービス提供の方針、海外への外部委託の状況、８．今後

の事業運営 

※ 

【調査票名】 ３－平成２８年情報通信業基本調査票③（テレビジョン・ラジオ番組制作

業用） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）日本標準産業分類細分類４１１２

－テレビジョン番組制作業、細分類４１２２－ラジオ番組制作業に属する事
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業を行っている企業 しっ皆 （抽出枠）業界団体名簿、事業所母集団デー

タベース 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）９００ （配布）郵送・オンライン （取集）

郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）毎年３月３１日現在 （系統）

総務省－民間事業者－報告者、経済産業省－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）毎年 （実施期日）調査期日の属する年の６月１６日から８月

１５日まで 

【調査事項】 １．企業の概要 企業の名称、本社・本店の所在地、２．事業内容 制作

番組の放送媒体、放送番組制作の業務内容等、３．売上高 放送番組制作業

の売上高、放送番組制作業務内容別売上高、放送番組制作業務以外の売上高

等、４．設備投資状況 放送番組制作業の取得設備投資額、設備のデジタル

化（ＶＴＲ、カメラ、編集用機材）等、５．従業者の状況 テレビジョン番

組制作事業、ラジオ番組制作事業の常時従業者数、正社員・正職員、パート

タイム従業者、他企業等への出向者、臨時・日雇雇用者等、６．放送番組の

契約件数等 テレビ放送番組制作の端緒、発注書面契約件数、制作したテレ

ビ放送番組の二次利用状況、制作したテレビ放送番組の著作権の所有状況等、

７．外部委託の状況 外部委託金額等、８．事業運営の状況 海外へのサー

ビス提供の方針、海外への外部委託の状況、９．今後の事業展開、１０．経

営上の問題点 

※ 

【調査票名】 ４－平成２８年情報通信業基本調査票④（インターネット附随サービス業

用） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）日本標準産業分類中分類４０－イ

ンターネット附随サービス業に属する事業を行っている企業のうち、資本金

額又は出資金額３０００万円以上の企業 （抽出枠）業界団体名簿、事業所

母集団データベース、経済産業省企業活動基本調査による補完 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１，５００ （配布）郵送・オンライン （取

集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）毎年３月３１日現在 （系

統）総務省－民間事業者－報告者、経済産業省－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）毎年 （実施期日）調査期日の属する年の６月１６日から８月

１５日まで 

【調査事項】 １．企業の概要 企業の名称、本社・本店の所在地、２．売上高 インタ

ーネット附随サービス業の売上高内訳、広告収入の割合、３．出店者登録数

と利用者登録数 インターネット附随サービス業の出店者登録数、利用者登

録数、４．取得設備投資額 インターネット附随サービス業の取得設備投資

実績額及び設備投資実績見込額等、５．外部委託の状況 外部委託金額等、
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６．従業者の状況 インターネット附随サービス業の全常時従業者数、正社

員・正職員、パートタイム従業者、他企業等への出向者、契約社員、臨時・

日雇雇用者等、７．人材育成 人材育成の状況、８．事業運営の状況 産学

連携の状況、海外へのサービス提供の方針、海外への外部委託の状況、９．

認証取得への取組み状況 インターネット附随サービス業の認証取得、事業

継続計画の取得状況・方針等、１０．今後の事業運営 今後の事業展開の考

え 

※ 

【調査票名】 ５－平成２８年情報通信業基本調査票⑤（情報サービス業用） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）日本標準産業分類中分類３９－情

報サービス業に属する事業所を有する企業のうち、資本金額又は出資金額３

０００万円以上の企業 （抽出枠）事業所母集団データベース、経済産業省

企業活動基本調査による補完 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）５，８００ （配布）郵送・オンライン （取

集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）毎年３月３１日現在 （系

統）総務省－民間事業者－報告者、経済産業省－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）毎年 （実施期日）調査期日の属する年の６月１６日から８月

１５日まで 

【調査事項】 １．企業の概要 企業の名称、本社・本店の所在地、２．売上高 情報サ

ービス業の売上高内訳、海外への売上高の割合、３．営業費用 広告宣伝費

の内訳等、４．認証取得への取組み状況 情報サービス業の認証取得状況・

方針、５．開発・制作部門の状況 外部委託の状況、受託の状況、従業者の

状況、技術者の給与制度、技術者の給与（年収）の状況、人材育成、事業運

営の状況、ゲームソフトウェア開発の状況 

※ 

【調査票名】 ６－平成２８年情報通信業基本調査票⑥（映像・音声・文字情報制作業用） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）日本標準産業分類に掲げる細分類

４１１２－テレビジョン番組制作業、４１２２－ラジオ番組制作業を除く中

分類４１－映像・音声・文字情報制作業に属する事業所を有する企業のうち、

資本金額又は出資金額３０００万円以上の企業。 （抽出枠）事業所母集団

データベース、経済産業省企業活動基本調査による補完 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１，６００ （配布）郵送・オンライン （取

集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）毎年３月３１日現在 （系

統）総務省－民間事業者－報告者、経済産業省－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）毎年 （実施期日）調査期日の属する年の６月１６日から８月

１５日まで 
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【調査事項】 １．企業の概要 企業の名称、本社・本店の所在地、２．売上高 映像・

音声・文字情報制作業の売上高内訳、３．事業運営の状況 映像・音声・文字情

報制作業の事業運営の取組み状況、４．課金システムの状況 映像・音楽を配信

している場合の課金システムの状況、５．コンテンツ制作部門の状況 コンテン

ツ制作数と権利比率別保有状況、著作権の状況、営業費用、外部委託の状況、従

業者の状況、給与制度、給与（年収）の状況、人材育成、ドキュメント化の状況  
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【調査名】 中小企業実態基本調査（平成２８年承認） 

【承認年月日】 平成２８年３月１５日 

【実施機関】 経済産業省中小企業庁事業環境部企画課調査室 

【目 的】 中小企業基本法第１０条の規定（定期的に、中小企業の実態を明らかにする

ため必要な調査を行い、その結果を公表しなければならない。）に基づき、中小

企業を巡る経営環境の変化を踏まえ、中小企業全般に共通する財務情報、経営情

報及び設備投資動向等を把握するため、中小企業全般の経営等の実態を明らかに

し、中小企業施策の企画・立案のための基礎資料を提供するとともに、中小企業

関連統計の基本情報を提供するためのデータ収集を行うことを目的とする。 

【調査の構成】 １－調査票甲法人企業用 ２－調査票甲個人事業者用 ３－調査票乙 

【公 表】 速報：インターネット（翌年３月下旬）、確報：インターネット及び印刷物（翌

年７月下旬）、中小企業白書：インターネット及び印刷物（翌年４月下旬） 

※ 

【調査票名】 １－調査票甲法人企業用 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）統計法第２条第９項に規定する統

計基準である日本標準産業分類（平成２５年総務省告示第４０５号）に掲げ

る大分類Ｄ－建設業、Ｅ－製造業、Ｇ－情報通信業、Ｈ－運輸業郵便業、Ｉ

－卸売業小売業、Ｋ－不動産業物品賃貸業、Ｌ－学術研究専門・技術サービ

ス業、Ｍ－宿泊業飲食サービス業、Ｎ－生活関連サービス業娯楽業及びＲ－

サービス業（他に分類されないもの）のうち、「表１ 調査の範囲」に掲げ

る業種及び規模に属する企業（個人企業を含む。）から選定した企業 （抽

出枠）事業所母集団データベース 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１１７，０００／３，２６０，０００ （配

布）郵送 （取集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）毎年３月

３１日現在 （系統）中小企業庁－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）１年 （実施期日）毎年７月下旬～８月下旬 

【調査事項】 ①企業の概要（設立年、会社形態、従業者、海外展開、大企業の子会社・

関連会社）、②決算（売上高、営業費用、営業外収益、営業外費用、経常利

益または経常損失、特別利益、特別損失、税引前当期純利益または税引前当

期純損失、税引後当期純利益または税引後当期純損失、資産・負債及び純資

産、中小企業者等の少額減価償却資産の取得額の損金算入、設備投資、リー

ス利用、研究開発、特許権・実用新案権・意匠権・商標権、売上高の内訳）、

③商品（製品）の仕入先・販売先、④工事の受注、⑤受託の状況、⑥委託の

状況、⑦中小企業の会計の状況など 

※ 

【調査票名】 ２－調査票甲個人事業者用 

- 15 -

013182
スタンプ



【調査対象】 （地域）全国 （単位）個人事業者 （属性）統計法第２条第９項に規定

する統計基準である日本標準産業分類（平成２５年総務省告示第４０５号）

に掲げる大分類Ｄ－建設業、Ｅ－製造業、Ｇ－情報通信業、Ｈ－運輸業郵便

業、Ｉ－卸売業小売業、Ｋ－不動産業物品賃貸業、Ｌ－学術研究専門・技術

サービス業、Ｍ－宿泊業飲食サービス業、Ｎ－生活関連サービス業娯楽業及

びＲ－サービス業（他に分類されないもの）のうち、「表１ 調査の範囲」

に掲げる業種及び規模に属する企業（個人企業を含む。）から選定した企業 

（抽出枠）事業所母集団データベース 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１１７，０００／３，２６０，０００ （配

布）郵送 （取集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）毎年３月

３１日現在 （系統）中小企業庁－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）１年 （実施期日）毎年７月下旬～８月下旬 

【調査事項】 ①企業の概要（設立年、会社形態、従業者、海外展開、大企業の子会社・

関連会社）、②決算（売上高、営業費用、営業外収益、営業外費用、経常利

益または経常損失、特別利益、特別損失、税引前当期純利益または税引前当

期純損失、税引後当期純利益または税引後当期純損失、資産・負債及び純資

産、中小企業者等の少額減価償却資産の取得額の損金算入、設備投資、リー

ス利用、研究開発、特許権・実用新案権・意匠権・商標権、売上高の内訳）、

③商品（製品）の仕入先・販売先、④工事の受注、⑤受託の状況、⑥委託の

状況 

※ 

【調査票名】 ３－調査票乙 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）統計法第２条第９項に規定する統

計基準である日本標準産業分類（平成２５年総務省告示第４０５号）に掲げ

る大分類Ｄ－建設業、Ｅ－製造業、Ｇ－情報通信業、Ｈ－運輸業郵便業、Ｉ

－卸売業小売業、Ｋ－不動産業物品賃貸業、Ｌ－学術研究専門・技術サービ

ス業、Ｍ－宿泊業飲食サービス業、Ｎ－生活関連サービス業娯楽業及びＲ－

サービス業（他に分類されないもの）のうち、「表１ 調査の範囲」に掲げ

る業種及び規模に属する企業（個人企業を含む。）から選定した企業 （抽

出枠）事業所母集団データベース 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１１７，０００／３，２６０，０００ （配

布）郵送 （取集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）毎年３月

３１日現在 （系統）中小企業庁－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）１年 （実施期日）毎年７月下旬～８月下旬 

【調査事項】 ①企業の概要（設立年、会社形態、従業者、海外展開、大企業の子会社・

関連会社）、②決算（売上高、営業費用、営業外収益、営業外費用、経常利
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益または経常損失、特別利益、特別損失、税引前当期純利益または税引前当

期純損失、税引後当期純利益または税引後当期純損失、資産・負債及び純資

産、中小企業者等の少額減価償却資産の取得額の損金算入、設備投資、リー

ス利用、研究開発、特許権・実用新案権・意匠権・商標権、売上高の内訳）、

③商品（製品）の仕入先・販売先、④工事の受注、⑤受託の状況、⑥委託の

状況、⑦中小企業の会計の状況など  
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【調査名】 介護サービス施設・事業所調査 

【承認年月日】 平成２８年３月１６日 

【実施機関】 厚生労働省大臣官房統計情報部人口動態・保健社会統計課社会統計室 

【目 的】 本調査は、全国の介護サービスの提供体制、提供内容等を把握することによ

り、介護サービスの提供面に着目した基盤整備に関する基礎資料を得ることを目

的とする。 

【調査の構成】 １－施設基本票、２－事業所基本票、３－介護老人福祉施設・地域密着

型介護老人福祉施設票、４－介護老人保健施設票、５－介護療養型医療施

設票、６－訪問看護ステーション票、７－居宅サービス事業所（福祉関係）

票、８－地域密着型サービス事業所票、９－居宅サービス事業所（医療関

係）票、１０－介護保険施設利用者一覧票、１１－介護保険施設利用者個

票、１２－訪問看護ステーション利用者一覧票、１３－訪問看護ステーシ

ョン利用者個票 

【公 表】 集計は、厚生労働省大臣官房統計情報部が行う。調査結果は、「介護サービス

施設・事業所調査の概況」及び「介護サービス施設・事業所調査報告」として集

計後速やかに公表するとともに、厚生労働省ホームページ（ｈｔｔｐ：／／ｗｗ

ｗ．ｍｈｌｗ．ｇｏ．ｊｐ）及び政府統計の総合窓口（ｅ－Ｓｔａｔ）に掲載す

る。 

※ 

【調査票名】 １－施設基本票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）都道府県 （属性）都道府県 （抽出枠）都道府

県 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）４７ （配布）オンライン （取集）オンライ

ン （記入）自計 （把握時）１０月１日現在（項目によって、９月末日現

在、９月中の実績等） （系統）厚生労働省－都道府県 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）８月下旬～１０月上旬 

【調査事項】 １．法人名、２．施設名、３．所在地、４．活動状況、５．介護保険施設

の定員等 

※ 

【調査票名】 ２－事業所基本票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）都道府県 （属性）都道府県 （抽出枠）都道府

県 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）４７ （配布）オンライン （取集）オンライ

ン （記入）自計 （把握時）１０月１日現在（項目によって、９月末日現

在、９月中の実績等） （系統）厚生労働省－都道府県 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）８月下旬～１０月上旬 

- 18 -



【調査事項】 １．法人名、２．事業所名、３．所在地、４．活動状況等 

※ 

【調査票名】 ３－介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）介護老人福祉施設、地域密着型

介護老人福祉施設 （抽出枠）都道府県から提出された情報を基に作成した

調査対象名簿を用いるとともに、新設された施設・事業所については、基本

票で把握する。 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）約９，７００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記

入）自計 （把握時）１０月１日現在（項目によって、９月末日現在、９月

中の実績等） （系統）厚生労働省－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）９月下旬～１２月上旬 

【調査事項】 １．開設主体及び経営主体、２．居室の状況、３．居住費の状況、４．施

設サービスの状況、５．従事者数等 

※ 

【調査票名】 ４－介護老人保健施設票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）介護老人保健施設 （抽出枠）

都道府県から提出された情報を基に作成した調査対象名簿を用いるととも

に、新設された施設・事業所については、基本票で把握する 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）約４，２００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記

入）自計 （把握時）１０月１日現在（項目によって、９月末日現在、９月

中の実績等） （系統）厚生労働省－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）９月下旬～１２月上旬 

【調査事項】 １．開設主体、２．療養室の状況、３．居住費の状況、４．施設サービス

の状況、５．従事者数等 

※ 

【調査票名】 ５－介護療養型医療施設票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）介護療養型医療施設 （抽出枠）

都道府県から提出された情報を基に作成した調査対象名簿を用いるととも

に、新設された施設・事業所については、基本票で把握する 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）約１，４００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記

入）自計 （把握時）１０月１日現在（項目によって、９月末日現在、９月

中の実績等） （系統）厚生労働省－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）９月下旬～１２月上旬 

【調査事項】 １．開設主体、２．病室の状況、３．居住費の状況、４．施設サービスの

状況、５．従事者数等 

※ 
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【調査票名】 ６－訪問看護ステーション票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）訪問看護ステーション（介護予

防を含む。） （抽出枠）都道府県から提出された情報を基に作成した調査

対象名簿を用いるとともに、新設された施設・事業所については、基本票で

把握する 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）約１１，２００ （配布）郵送 （取集）郵送 

（記入）自計 （把握時）１０月１日現在（項目によって、９月末日現在、

９月中の実績等） （系統）厚生労働省－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）９月下旬～１２月上旬 

【調査事項】 １．開設主体、２．加算等の届出の状況、３．９月中のサービスの提供状

況、４．９月中の利用者、５．従事者数等 

※ 

【調査票名】 ７－居宅サービス事業所（福祉関係）票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）通所介護事業所（介護予防を含

む。）、短期入所生活介護事業所（介護予防を含む。）、特定施設入居者生活介

護事業所（介護予防を含む。）、訪問介護事業所（介護予防を含む。）、訪問入

浴介護事業所（介護予防を含む。）、福祉用具貸与事業所（介護予防を含む。）、

特定福祉用具販売事業所（介護予防を含む。）、介護予防支援事業所、居宅介

護支援事業所 （抽出枠）都道府県から提出された情報を基に作成した調査

対象名簿を用いるとともに、新設された施設・事業所については、基本票で

把握する 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）約１２１，６００ （配布）郵送 （取集）郵

送 （記入）自計 （把握時）１０月１日現在（項目によって、９月末日現

在、９月中の実績等） （系統）厚生労働省－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）９月下旬～１２月上旬 

【調査事項】 １．経営主体、２．サービスの提供状況、３．従事者数等 

※ 

【調査票名】 ８－地域密着型サービス事業所票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）認知症対応型通所介護事業所（介

護予防を含む。）、認知症対応型共同生活介護事業所（介護予防を含む。）、地

域密着型特定施設入居者生活介護事業所、夜間対応型訪問介護事業所、小規

模多機能型居宅介護事業所（介護予防を含む。）、定期巡回・随時対応型訪問

介護看護事業所、複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護）事業所、

地域密着型通所介護事業所 （抽出枠）都道府県から提出された情報を基に

作成した調査対象名簿を用いるとともに、新設された施設・事業所について

は、基本票で把握する 
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【調査方法】 （選定）全数 （客体数）約２６，９００ （配布）郵送 （取集）郵送 

（記入）自計 （把握時）１０月１日現在（項目によって、９月末日現在、

９月中の実績等） （系統）厚生労働省－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）９月下旬～１２月上旬 

【調査事項】 １．経営主体、２．サービスの提供状況、３．従事者数等 

※ 

【調査票名】 ９－居宅サービス事業所（医療関係）票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）短期入所療養介護事業所（介護

予防を含む。）、通所リハビリテーション事業所（介護予防を含む。） （抽

出枠）都道府県から提出された情報を基に作成した調査対象名簿を用いると

ともに、新設された施設・事業所については、基本票で把握する。 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）約１０，４００ （配布）郵送・オンライン （取

集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）１０月１日現在（項目に

よって、９月末日現在、９月中の実績等） （系統）厚生労働省－民間事業

者－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）９月下旬～１２月上旬 

【調査事項】 １．開設主体、２．サービスの状況、３．サービスの提供状況、４．従事

者数等 

※ 

【調査票名】 １０－介護保険施設利用者一覧票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）個人 （属性）介護老人福祉施設、介護老人保健

施設、介護療養型医療施設 （抽出枠）無作為抽出により抽出した介護保険

施設又は訪問看護ステーションにおける９月末の在所者又は９月中の利用

者の１／２（介護療養型医療施設である診療所については全数）及び９月中

の退所者（介護保険施設）の全数を客体とする。 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）約３，７００／約１５，３００ （配布）

郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）１０月１日現在（項目によ

って、９月末日現在、９月中の実績等） （系統）厚生労働省－民間事業者

－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）９月下旬～１２月上旬 

【調査事項】 １．性別、２．出生年月、３．要介護度 

※ 

【調査票名】 １１－介護保険施設利用者個票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）個人 （属性）介護老人福祉施設、介護老人保健

施設、介護療養型医療施設 （抽出枠）無作為抽出により抽出した介護保険

施設又は訪問看護ステーションにおける９月末の在所者又は９月中の利用
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者の１／２（介護療養型医療施設である診療所については全数）及び９月中

の退所者（介護保険施設）の全数を客体とする。 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）約３，７００／約１５，３００ （配布）

郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）１０月１日現在（項目によ

って、９月末日現在、９月中の実績等） （系統）厚生労働省－民間事業者

－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）９月下旬～１２月上旬 

【調査事項】 １．性別、２．出生年月、３．要介護度、４．主傷病名、５．日常生活自

立度、６．利用料、７．医療処置等の状況等 

※ 

【調査票名】 １２－訪問看護ステーション利用者一覧票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）個人 （属性）訪問看護ステーション （抽出枠）

無作為抽出により抽出した介護保険施設又は訪問看護ステーションにおけ

る９月末の在所者又は９月中の利用者の１／２（介護療養型医療施設である

診療所については全数）及び９月中の退所者（介護保険施設）の全数を客体

とする。 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）約２，０００／約１１，２００ （配布）

郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）１０月１日現在（項目によ

って、９月末日現在、９月中の実績等） （系統）厚生労働省－民間事業者

－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）９月下旬～１２月上旬 

【調査事項】 １．性別、２．出生年月、３．要介護（支援）度等 

※ 

【調査票名】 １３－訪問看護ステーション利用者個票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）個人 （属性）訪問看護ステーション （抽出枠）

無作為抽出により抽出した介護保険施設又は訪問看護ステーションにおけ

る９月末の在所者又は９月中の利用者の１／２（介護療養型医療施設である

診療所については全数）及び９月中の退所者（介護保険施設）の全数を客体

とする。 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）約２，０００／約１１，２００ （配布）

郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）１０月１日現在（項目によ

って、９月末日現在、９月中の実績等） （系統）厚生労働省－民間事業者

－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）９月下旬～１２月上旬 

【調査事項】 １．性別、２．出生年月、３．要介護（支援）度、４．主傷病名、５．日

常生活自立度、６．利用料、７．訪問看護等の状況等 
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【調査名】 社会福祉施設等調査 

【承認年月日】 平成２８年３月１６日 

【実施機関】 厚生労働省大臣官房統計情報部人口動態・保険社会統計課社会統計室 

【目 的】 本調査は、全国の社会福祉施設等の数、在所者、従事者の状況等を把握して

社会福祉行政推進のための基礎資料を得ることを目的とする。 

【調査の構成】 【基本票】１－施設基本票（Ａ票・Ｂ票・Ｃ票用）、２－施設基本票（Ｄ

票・Ｅ票用）、３－事業所基本票（Ｆ票用）、【詳細票】４－保護施設・老人

福祉施設・身体障害者社会参加支援施設等調査票（Ａ票）、５－障害者支援

施設等調査票（Ｂ票）、６－児童福祉施設等調査票（Ｃ票）、７－保育所・

小規模保育事業所調査票（Ｄ票）、８－幼保連携型認定こども園調査票（Ｅ

票）９－障害福祉サービス等・障害児通所支援等事業所票（Ｆ票） 

【公 表】 集計後速やかに「社会福祉施設等調査結果の概況」として公表後、「社会福祉

施設等調査報告」（報告書）を刊行するとともに、概況は厚生労働省ホームペー

ジに、報告書掲載の結果表は政府統計の総合窓口（ｅ－Ｓｔａｔ）に掲載する。 

※ 

【調査票名】 １－施設基本票（Ａ票・Ｂ票・Ｃ票用） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）地方公共団体 （属性）都道府県、指定都市及び

中核市 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１１４ （配布）オンライン （取集）オンラ

イン （記入）自計 （把握時）毎年１０月１日現在（項目によっては、９

月末日現在又は９月中の実績） （系統）厚生労働省－都道府県・指定都市・

中核市 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）８月下旬～１０月上旬 

【調査事項】 １．施設の種類、２．施設名、３．所在地、４．設置主体・経営主体、５．

定員 等 

※ 

【調査票名】 ２－施設基本票（Ｄ票・Ｅ票用） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）地方公共団体 （属性）都道府県、指定都市及び

中核市 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１１４ （配布）オンライン （取集）オンラ

イン （記入）自計 （把握時）毎年１０月１日現在（項目によっては、９

月末日現在又は９月中の実績） （系統）厚生労働省－都道府県・指定都市・

中核市 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）８月下旬～１０月上旬 

【調査事項】 １．施設の種類、２．施設名、３．所在地、４．設置主体・経営主体、５．

定員、６．開所時間 等 
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※ 

【調査票名】 ３－事業所基本票（Ｆ票用） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）地方公共団体 （属性）都道府県、指定都市及び

中核市 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１１４ （配布）オンライン （取集）オンラ

イン （記入）自計 （把握時）毎年１０月１日現在（項目によっては、９

月末日現在又は９月中の実績） （系統）厚生労働省－都道府県・指定都市・

中核市 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）８月下旬～１０月上旬 

【調査事項】 １．事業の種類・事業所番号、２．経営主体 等 

※ 

【調査票名】 ４－保護施設・老人福祉施設・身体障害者社会参加支援施設等調査票（Ａ

票） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）生活保護法（昭和２５年法律第

１４４号）による保護施設、老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）によ

る老人福祉施設、身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）による身

体障害者社会参加支援施設、売春防止法（昭和３１年法律第１１８号）によ

る婦人保護施設、その他の社会福祉施設等（授産施設、有料老人ホーム等） 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）約２０，２００ （配布）郵送 （取集）郵送 

（記入）自計 （把握時）毎年１０月１日現在（項目によっては、９月末日

現在又は９月中の実績） （系統）厚生労働省－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）９月下旬～１２月上旬 

【調査事項】 １．在所者数、２．職種・常勤－非常勤別従事者数 等 

※ 

【調査票名】 ５－障害者支援施設等調査票（Ｂ票） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）障害者の日常生活及び社会生活

を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）による障害者

支援施設等 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）約６，２００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記

入）自計 （把握時）毎年１０月１日現在（項目によっては、９月末日現在

又は９月中の実績） （系統）厚生労働省－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）９月下旬～１２月上旬 

【調査事項】 １．在所者数、２．職種・常勤－非常勤別従事者数、３．過去１年間の退

所理由・退所後の住居別退所者数、４．障害者支援施設の指定昼間実施サー

ビスの有無・種類、５．サービスの種類別利用状況 等 

※ 
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【調査票名】 ６－児童福祉施設等調査票（Ｃ票） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）児童福祉法（昭和２２年法律第

１６４号）による児童福祉施設（幼保連携型認定こども園、保育所を除く。）、

母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和３９年法律第１２９号）による母子・

父子福祉施設 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）約１０，６００ （配布）郵送 （取集）郵送 

（記入）自計 （把握時）毎年１０月１日現在（項目によっては、９月末日

現在又は９月中の実績） （系統）厚生労働省－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）９月下旬～１２月上旬 

【調査事項】 １．在所者数、２．職種・常勤－非常勤別従事者数、３．過去１年間の在

所期間退所理由別退所者数 等 

※ 

【調査票名】 ７－保育所・小規模保育事業所調査票（Ｄ票） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）児童福祉法による児童福祉施設

（保育所に限る。）、児童福祉法による小規模保育事業所 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）約２６，２００ （配布）郵送 （取集）郵送 

（記入）自計 （把握時）毎年１０月１日現在（項目によっては、９月末日

現在又は９月中の実績） （系統）厚生労働省－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）９月下旬～１２月上旬 

【調査事項】 １．利用児童数、２．職種・常勤－非常勤別従事者数、３．過去１年間の

採用・退職者数 等 

※ 

【調査票名】 ８－幼保連携型認定こども園調査票（Ｅ票） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）児童福祉法による児童福祉施設

（幼保連携型認定こども園に限る。） 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）約２，０００ （配布）郵送・オンライン （取

集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）毎年１０月１日現在（項

目によっては、９月末日現在又は９月中の実績） （系統）厚生労働省－民

間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）９月下旬～１２月上旬 

【調査事項】 １．利用児童数、２．職種・常勤－非常勤別従事者数、３．過去１年間の

採用・退職者数 等 

※ 

【調査票名】 ９－障害福祉サービス等・障害児通所支援等事業所票（Ｆ票） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）障害者の日常生活及び社会生活

を総合的に支援するための法律による障害福祉サービス等事業所、児童福祉
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法による障害児通所支援等事業所 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）約６６，６００ （配布）郵送 （取集）郵送 

（記入）自計 （把握時）毎年１０月１日現在（項目によっては、９月末日

現在又は９月中の実績） （系統）厚生労働省－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）９月下旬～１２月上旬 

【調査事項】 １．事業の種類・事業所番号、２．サービスの提供状況、３．サービスの

従事者数 等  
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【調査名】 公的年金加入状況等調査（平成２８年承認） 

【承認年月日】 平成２８年３月１８日 

【実施機関】 厚生労働省年金局事業企画課調査室 

【目 的】 本調査は、公的年金の加入状況を世帯員個々について調査し、公的年金加入

状況と世帯の状況、就業状況、地域的特性との関連を把握するとともに、公的年

金に関する周知度等を把握することにより、年金の事業運営及び今後の年金制度

の検討のための基礎資料を得ることを目的とする。 

【調査の構成】 １－公的年金加入状況等調査調査票 

【公 表】 概要：平成２９年１１月、詳細：平成３０年３月 

※ 

【調査票名】 １－公的年金加入状況等調査調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）個人 （属性）平成２８年１０月３１日現在にお

いて１５歳以上の世帯員 （抽出枠）平成２８年国民生活基礎調査の調査区

（５，５３０地区）から１，８００地区を無作為に抽出し、その地区内の全

世帯（約９万世帯）の１５歳以上の世帯員を対象とする。 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２００，０００／１１０，７９０，００

０ （配布）調査員 （取集）調査員 （記入）自計 （把握時）平成２８

年１０月３１日現在 （系統）厚生労働省－日本年金機構－調査員－報告者 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）平成２８年１０月２８日～同年１１月１４

日 

【調査事項】 １．在学及び就業状況、２．公的年金加入状況、３．生命保険・個人年金

加入状況、４．老後の生活設計及び公的年金の周知度等に関する事項、５．

世帯員の属性に関する事項  
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【調査名】 産業連関構造調査（通信・放送業等投入調査） （平成２８年承認） 

【承認年月日】 平成２８年３月２３日 

【実施機関】 総務省統計局統計調査部調査企画課 

【目 的】 郵便・信書便業、郵便局（ただし、郵便事業に限る。）、通信業、放送業及び

インターネット附随サービス業を営む企業が、その事業活動を行うために要した

費用の内訳等の実態を把握し、産業連関表の作成における投入額推計等の基礎資

料を得ることを目的とする。 

【調査の構成】 １－通信・放送業等投入調査  調査票（郵便・信書便業用） ２－通

信・放送業等投入調査  調査票（通信業、放送業及びインターネット附

随サービス業用） 

【公 表】  

※ 

【調査票名】 １－通信・放送業等投入調査  調査票（郵便・信書便業用） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）日本標準産業分類（平成２５ 年

１０ 月改定）のうち、４９「郵便業（信書便事業を含む）」及び８６「郵

便局」に属する企業 （抽出枠）事業所母集団データベース 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）３ （配布）郵送・オンライン （取集）

郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）産業連関表作成対象年の１～

１２月 （系統）総務省－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）原則５年（産業連関表作成対象年の翌年に実施） （実施期日）

調査実施年の９月～１１月 

【調査事項】 ①従業者数、②年間売上高、③年間総費用及びその内訳 

※ 

【調査票名】 ２－通信・放送業等投入調査  調査票（通信業、放送業及びインターネ

ット附随サービス業用） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）日本標準産業分類（平成２５ 年

１０ 月改定）のうち、中分類３７「通信業」、３８「放送業」及び４０「イ

ンターネット附随サービス業」に属する企業 （抽出枠）事業所母集団デー

タベース 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）６５８（配布）郵送・オンライン （取集）

郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）産業連関表作成対象年の１～

１２月 （系統）総務省－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）原則５年（産業連関表作成対象年の翌年に実施） （実施期日）

調査実施年の９月～１１月 

【調査事項】 ①従業者数、②年間売上高、③年間総費用及びその内訳  
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【調査名】 たばこ関連産業の実態等に関する調査（平成２８年承認） 

【承認年月日】 平成２８年３月２９日 

【実施機関】 財務省理財局総務課たばこ塩事業室 

【目 的】 たばこ小売販売業者の経営実態を調査し、財政制度等審議会の中間報告で求

められている「（ＪＴ株の）売却額や売却時期に応じた小売店などへの影響等」

を正確に把握することを目的とする。 

【調査の構成】 １－たばこ関連産業の実態等に関する調査票 

【公 表】 インターネット（財務省ホームページ及びｅ－ｓｔａｔ）（平成２８年９月） 

※ 

【調査票名】 １－たばこ関連産業の実態等に関する調査票 

【調査対象】 （地域）全国（沖縄を除く） （単位）事業所 （属性）たばこ小売販売

業の許可を受けている事業所 （抽出枠）製造たばこ小売販売業許可台帳 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１０，８００／２４７，０００ （配布）

郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）直近の事業年度（１年間） 

（系統）財務省－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）１回限り （実施期日）平成２８年５月～６月 

【調査事項】 １．販売店コード、２．たばこ小売販売の許可者名義（氏名文は商号）、

営業所所在地及び住所、３．たばこ小売販売の許可（指定）を受けた年、４．

経営形態、５．店舗の経営（従業者、年齢、後継予定者）、６．営業形態（業

種、販売形態、営業時間）、７．経営状況（売上規模及び店舗外収入、自動

販売機による売上、今後の事業展開）、８．記入者氏名、連絡先  
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【調査名】 労使関係総合調査 

【承認年月日】 平成２８年３月２９日 

【実施機関】 厚生労働省大臣官房統計情報部雇用・賃金福祉統計課 

【目 的】 １．本調査は、我が国におけるすべての労働組合を対象として、労働組合数、

労働組合員数、加盟組織系統等の状況を調査し、労働組合及び労働組合員の産業

別、地域別、加盟上部組合別の分布等労働組合組織の実態を明らかにすることを

目的とする。２．労働組合を対象として、労働環境が変化する中での労働組合の

組織及び活動の実態等を明らかにすることを目的とする。 

【調査の構成】 １－労働組合基礎調査票 ２－労働組合活動等に関する実態調査票 

【公 表】 概要及び詳細とも、インターネット（厚生労働省ホームページ及びｅ－Ｓｔ

ａｔ）及び印刷物により公表する。 

※ 

【調査票名】 １－労働組合基礎調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）労働組合 （属性）すべての産業の労働組合とす

る（国家公務員法又は地方公務員法に規定する職員団体を含む）。ただし、

船員法（昭和２２年法律第１００号）第１条に規定する船員が主たる構成員

である労働組合については、船員単位労働組合基本調査（国土交通省）の結

果を利用する。 （抽出枠）平成２７年労使関係総合調査（労働組合基礎調

査）の結果 

【調査方法】 （選定）全数 （配布）郵送・その他（職員） （取集）郵送・オンライ

ン・その他（職員） （記入） （把握時）調査実施年の６月 30日現在 （系

統）厚生労働省－都道府県労政主管課－労政主管事務所－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）調査実施年の７月１日～７月２０日 

【調査事項】 １．労働組合の種類 ２．存廃等区分 ３．新設又は解散等の理由 ４．

適用法規 ５．労働組合の正式名称及び代表者の氏名 ６．労働組合事務所

の所在地 ７．男女別労働組合員数 ８．直上組合の名称及び所在地 ９．

労働組合本部の名称及び所在地 １０．労働組合員が所属する事業所の主要

生産品名又は主要事業の内容 １１．企業の名称 １２．企業の全常用労働

者数 １３．加盟上部組合の組織系統 １４．構成組合の名称、所在地及び

労働組合員数 ただし、労働組合の種類によっては、一部の事項について調

査しない。 

※ 

【調査票名】 ２－労働組合活動等に関する実態調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）労働組合 （属性）日本標準産業分類に掲げる次

の大分類に属する民営事業所における労働組合員３０人以上の労働組合（単

位組織組合並びに単一組織組合の支部等の単位扱組合及び本部組合）  
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「鉱業、採石業、砂利採取業」、「建設業」、「製造業」、「電気・ガス・熱供給・

水道業」、「情報通信業」、「運輸業、郵便業」、「卸売業、小売業」、「金融業、

保険業」、「不動産業、物品賃貸業」、「学術研究、専門・技術サービス業」、「宿

泊業、飲食サービス業」、「生活関連サービス業、娯楽業」、「教育、学習支援

業」、「医療、福祉」、「複合サービス事業」、「サービス業（他に分類されない

もの）」 （抽出枠）労働組合基礎調査の結果 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）約５,１００／約２８,０００ （配布）

郵送・その他（職員） （取集）郵送・その他（職員） （記入）自計 （把

握時）調査実施年の６月３０日現在 （系統）厚生労働省－都道府県労政主

管課－労政主管事務所－報告者 

【周期・期日】 （周期）２年又は３年 （実施期日）平成２８年７月１日～７月２０日 

【調査事項】 １．労働組合の属性に関する事項、（１） 労働組合の種類、（２） 労働

組合の組織率、（３） 正社員以外の労働者の有無及び比率階級、（４） ユ

ニオン・ショップ協定の締結の有無、（５） 別組合の有無 、２．労使関

係についての認識に関する事項、（１） 労使関係維持についての認識、３． 

労働組合役員に関する事項、（１） 執行委員の人数 、４． 労働組合財

政に関する事項 （１） １人平均月間組合費 （２） 組合費の算定方式 

（３） 組合費の算定方式が定率方式の場合、その徴収率 （４） 組合費

のチェック・オフの状況、５．労働組合活動に関する事項、（１） 組合活

動の状況についてのこれまでの重点事項と今後の重点事項、６．正社員以外

の労働者に関する事項、（１） 過去１年間における事項別話合いの状況、

事項別労働協約による規定の状況、（２） 正社員以外の労働者への労働協

約の適用状況 、７．個別労働問題への取組に関する事項、（１）  個別

労働問題への取組、８．労働組合の組織状況に関する事項、（１） 就業形

態別労働者・組合員の有無、組合加入資格の有無、９．組合員数の変化に関

する事項、（１） ３年前比較の組合員数の増減、（２） 組合員数が増加し

た場合、その理由、（３） 組合員数が減少した場合、その理由、１０．企

業施設の供与に関する事項、（１） 企業施設の使用目的別集会時の企業施

設利用の可否、（２） 組合事務所の供与の有無、１１．労働組合の組織拡

大に関する事項、（１） 重点課題としての取組の有無、（２） 就業形態別

取組対象及び特に重視する就業形態、（３） 就業形態別取組内容、（４） 就

業形態別組織化を進めていく上での問題点、（５） 組織拡大を重点課題と

して取り組まない場合、その理由、１２．メンタルヘルスに関する事項、（１） 

これまでの取組の有無及び今後の取組予定、（２） 事項別取組状況、１３．

賃金・退職給付制度の改定に関する事項、（１）事項別過去１年間における

賃金・退職給付制度改定の有無、改定における組合の関与の有無及び関与の
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仕方  
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【調査名】 高齢者の経済・生活環境に関する調査（平成２８年承認） 

【承認年月日】 平成２８年３月３０日 

【実施機関】 内閣府政策統括官（共生社会政策担当）付高齢社会対策担当 

【目 的】 「高齢社会対策大綱」（平成２４年９月７日閣議決定）に基づき、高齢者の経

済生活、生活環境、社会的な活動への参加等に関する実態と意識を把握し、高齢

社会対策の施策の推進に資するとともに、高齢社会対策大綱の見直しに当たって

の基礎資料とすることを目的とする。 

【調査の構成】 １－高齢者の経済・生活環境に関する調査 調査票 

【公 表】 インターネット（内閣府ＨＰ及びｅ－Ｓｔａｔ）及び印刷物（調査実施年の

１１月） 

※ 

【調査票名】 １－高齢者の経済・生活環境に関する調査 調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）個人 （属性）６０歳以上（平成２８年１月１日

現在）の男女 （抽出枠）住民基本台帳 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３，０００ （配布）調査員 （取集）

調査員 （記入）他計 （把握時）調査の実施期間において報告者が報告を

求められた時点現在 （系統）内閣府 － 民間事業者 － 報告者 

【周期・期日】 （周期）１回限り （実施期日）平成２８年５月下旬～７月上旬 

【調査事項】 １．調査客体の基本属性に関する事項、２．経済的な暮らし向きに関する

事項、３．収入・支出に関する事項、４．資産に関する事項、５．住宅・生

活環境に関する事項、６．社会的な活動への参加に関する事項  
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【調査名】 特定作物統計調査 

【承認年月日】 平成２８年３月３０日 

【実施機関】 農林水産省大臣官房統計部生産流通消費統計課 

【目 的】 本調査は、豆類（小豆、いんげん及びらっかせい）、そば、なたね、こんにゃ

くいも及び「い」（以下「調査対象作物」という。）の生産に関する実態を明らか

にし、「食料・農業・農村基本計画」における食料自給率や生産努力目標の算定、

目標達成に向けた各種施策の推進や達成状況の検証、経営所得安定対策の推進、

関税割当数量の算定、共済基準収穫量の算定、生産振興対策等の推進のための資

料を整備することを目的として実施する。 

【調査の構成】 １－豆類作付面積調査 郵送調査票（団体用） ２－豆類収穫量調査 郵

送調査票（団体用） ３－そば作付面積調査・収穫量調査 郵送調査票（団

体用） ４－豆類・そば収穫量調査 郵送調査票（経営体用） ５－なた

ね（子実用）作付面積調査・収穫量調査 郵送調査票（団体用） ６－な

たね（子実用）収穫量調査 郵送調査票（経営体用） ７－こんにゃくい

も作付面積調査・収穫量調査 郵送調査票（団体用） ８－こんにゃくい

も収穫量調査 郵送調査票（経営体用） ９－い作付面積調査・収穫量調

査 郵送調査票（団体用） 

【公 表】 調査結果の概要と詳細を印刷物及びインターネット（農林水産省ホームペー

ジ及びｅ－Ｓｔａｔ）により公表する。 

※ 

【調査票名】 １－豆類作付面積調査 郵送調査票（団体用） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）農協等関係団体 （属性）調査対象作物を取り扱

った農業協同組合その他の関係団体 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）約２２０ （配布）郵送・オンライン （取集）

郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）北海道は７月１日現在、都府

県については９月１日現在とする。 （系統）農林水産省－地方農政局等（地

方農政局、北海道農政事務所及び内閣府沖縄総合事務局（農林水産センター

を含む。）－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）北海道については６月下旬、都府県について

は８月下旬 

【調査事項】 豆類（小豆、いんげん、らっかせい）の作付面積 

※ 

【調査票名】 ２－豆類収穫量調査 郵送調査票（団体用） 

【調査対象】 （地域）主産県（ただし３年周期で全国） （単位）農協等関係団体 （属

性）調査対象作物を取り扱った農業協同組合その他の関係団体 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）約２００ （配布）郵送・オンライン （取集）
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郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）収穫期 （系統）農林水産省

－地方農政局等（地方農政局、北海道農政事務所及び内閣府沖縄総合事務局

（農林水産センターを含む。）－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）収穫期 

【調査事項】 豆類（小豆、いんげん、らっかせい）の作付面積、集荷量等 

※ 

【調査票名】 ３－そば作付面積調査・収穫量調査 郵送調査票（団体用） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）農協等関係団体 （属性）調査対象作物を取り扱

った農業協同組合その他の関係団体 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）約３９０ （配布）郵送・オンライン （取集）

郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）収穫期 （系統）農林水産省

－地方農政局等（地方農政局、北海道農政事務所及び内閣府沖縄総合事務局

（農林水産センターを含む。）－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）収穫期 

【調査事項】 そばの作付面積、集荷量等 

※ 

【調査票名】 ４－豆類・そば収穫量調査 郵送調査票（経営体用） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）農林業経営体 （属性）２０１５年農林業センサ

スにおいて調査対象作物を販売目的で作付けたと回答した農林業経営体 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）約２２８０／約２１０８０ （配布）郵

送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）収穫期 （系統）農林水産省

－地方農政局等（地方農政局、北海道農政事務所及び内閣府沖縄総合事務局

（農林水産センターを含む。）－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）収穫期 

【調査事項】 豆類（小豆、いんげん、らっかせい）又はそばの作付面積、収穫量（出荷

量、自家消費等の量）等 

※ 

【調査票名】 ５－なたね（子実用）作付面積調査・収穫量調査 郵送調査票（団体用） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）農協等関係団体 （属性）調査対象作物を取り扱

った農業協同組合その他の関係団体 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）約８０ （配布）郵送・オンライン （取集）

郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）収穫期 （系統）農林水産省

－地方農政局等（地方農政局、北海道農政事務所及び内閣府沖縄総合事務局

（農林水産センターを含む。）－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）収穫期 

【調査事項】 なたねの作付面積、集荷量等 
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※ 

【調査票名】 ６－なたね（子実用）収穫量調査 郵送調査票（経営体用） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）農林業経営体 （属性）２０１５年農林業センサ

スにおいて調査対象作物を販売目的で作付けたと回答した農林業経営体 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）約１１１０／約４８３０ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）収穫期 （系統）農林水産省－地

方農政局等（地方農政局、北海道農政事務所及び内閣府沖縄総合事務局（農

林水産センターを含む。）－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）収穫期 

【調査事項】 なたねの作付面積、収穫量（出荷量、自家消費等の量）等 

※ 

【調査票名】 ７－こんにゃくいも作付面積調査・収穫量調査 郵送調査票（団体用） 

【調査対象】 （地域）主産県（ただし３年周期で全国） （単位）農協等関係団体 （属

性）調査対象作物を取り扱った農業協同組合その他の関係団体 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）約１０ （配布）郵送・オンライン （取集）

郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）収穫期 （系統）農林水産省

－地方農政局等（地方農政局、北海道農政事務所及び内閣府沖縄総合事務局

（農林水産センターを含む。）－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）収穫期 

【調査事項】 こんにゃくいもの作付面積、集荷量等 

※ 

【調査票名】 ８－こんにゃくいも収穫量調査 郵送調査票（経営体用） 

【調査対象】 （地域）主産県（ただし３年周期で全国） （単位）農林業経営体 （属

性）２０１５年農林業センサスにおいて調査対象作物を販売目的で作付けた

と回答した農林業経営体 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）約１５０／約５２０ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）収穫期 （系統）農林水産省－地方農

政局等（地方農政局、北海道農政事務所及び内閣府沖縄総合事務局（農林水

産センターを含む。）－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）収穫期 

【調査事項】 こんにゃくいもの作付面積、収穫量（出荷量、自家消費等の量）等 

※ 

【調査票名】 ９－い作付面積調査・収穫量調査 郵送調査票（団体用） 

【調査対象】 （地域）主産県 （単位）農協等関係団体 （属性）調査対象作物を取り

扱った農業協同組合その他の関係団体 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）３ （配布）郵送・オンライン （取集）郵送・
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オンライン （記入）自計 （把握時）収穫期 （系統）農林水産省－地方

農政局等（地方農政局、北海道農政事務所及び内閣府沖縄総合事務局（農林

水産センターを含む。）－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）収穫期 

【調査事項】 いの作付面積、集荷量等 
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○届出統計調査の受理 

（１）新規 

【調査名】 私立保育所・幼稚園・認定こども園従業員給与調査（平成２８年届

出） 

【受理年月日】 平成２８年３月９日 

【実施機関】 大阪市行政委員会事務局任用調査部調査課 

【目 的】 本調査は、大阪市立の保育所に勤務する保育士及び大阪市立の幼稚園に勤務

する幼稚園教員の給与を検討する際の基礎資料を得ることを目的として、大阪市

内における私立の認可保育所（公設置民営保育所を含む。）、私立の幼稚園（ただ

し、子ども・子育て支援新制度による施設型給付を受ける幼稚園のみ）及び認定

こども園の保育士、教員及び保育教諭の給与の実態を調査することを目的とする。 

【調査の構成】 １－私立保育所・幼稚園・認定こども園従業員給与調査票 

※ 

【調査票名】 １－私立保育所・幼稚園・認定こども園従業員給与調査票 

【調査対象】 （地域）大阪市全域 （単位）事業所 （属性）１．私立の保育所、２．

私立の幼稚園（ただし、子ども・子育て支援新制度による施設型給付を受け

る幼稚園のみ）、３．私立の認定こども園 （抽出枠）大阪市認可保育所一

覧、大阪市認定こども園一覧及び大阪市幼稚園一覧 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）３８０ （配布）その他（職員） （取集）そ

の他（職員） （記入）自計 （把握時）調査実施年４月１日現在 （系統）

大阪市行政委員会事務局－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）調査実施年６月上・中旬 

【調査事項】 １．市町村名、２．施設・事業所名、３．施設・事業所類型、４．設置者、

５．氏名、６．生年月日、７．職種、８．雇用形態、９．現施設への就任年

月日、１０．退職年月日、１１．本俸、               １

２．諸手当等（超過勤務手当及び交通費、左以外の手当）、１３．その職種

の資格取得年月日（資格名、取得日）、１４．法人の役職者、１５．産休・

育休の者、１６．異動元（法人内で異動した場合のみ）  
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【調査名】 平成２８年度女性の活躍促進に向けた企業等実態調査（平成２８年

届出） 

【受理年月日】 平成２８年３月１８日 

【実施機関】 香川県商工労働部労働政策課 

【目 的】 本調査は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」が平成２７年

８月に成立したことを踏まえ、育児・介護休業制度の導入や取得状況、企業にお

ける女性活躍などについて、労働者の生活と就業の実情を総合的に把握すること

により、今後の女性活躍や働きやすい環境づくりを促進し、女性の継続就業を促

進するための基礎資料を得ることを目的とする。 

【調査の構成】 １－平成２８年度女性の活躍促進に向けた企業等実態調査 調査票（事

業所用） ２－平成２８年度女性の活躍促進に向けた企業等実態調査 調

査票（従業員用） 

※ 

【調査票名】 １－平成２８年度女性の活躍促進に向けた企業等実態調査 調査票（事業

所用） 

【調査対象】 （地域）香川県内全域 （単位）事業所 （属性）日本標準産業分類に掲

げる大分類の「公務」以外に属する事業所のうち５人以上の常用労働者を有

する事業所 （抽出枠）県が委託する民間事業者の保有する県内企業リスト 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１０００／２００００ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２８年４月１日現在 （系統）香

川県－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）１回限り （実施期日）平成２８年４月２０日～６月３０日（予

定） 

【調査事項】 １．属性、２．育児休業、３．介護休業制度について、４．多様な働き方・

休み方について、５．女性の活躍推進について 

※ 

【調査票名】 ２－平成２８年度女性の活躍促進に向けた企業等実態調査 調査票（従業

員用） 

【調査対象】 （地域）香川県内全域 （単位）個人 （属性）日本標準産業分類に掲げ

る大分類の「公務」以外に属する事業所のうち５人以上の常用労働者を有す

る同事業所に属する常用労働者 （抽出枠）県が委託する民間事業者の保有

する県内企業リスト 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３０００／４０００００ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２８年４月１日現在 （系統）

香川県－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）１回限り （実施期日）平成２８年４月２０日～６月３０日（予

- 39 -



定） 

【調査事項】 １．属性、２．育児休業、３．介護休業制度について、４．多様な働き方・

休み方について、５．女性の活躍推進について  
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【調査名】 職種別民間給与実態調査付帯調査（平成２８年届出） 

【受理年月日】 平成２８年３月３１日 

【実施機関】 福井県人事委員会事務局給与・審査グループ 

【目 的】 本調査は、地方公務員の勤務条件を民間の従業者の勤務条件と比較検討する

ための基礎資料の作成を目的とする。 

【調査の構成】 １－平成２８年職種別民間給与実態調査付帯調査票 

※ 

【調査票名】 １－平成２８年職種別民間給与実態調査付帯調査票 

【調査対象】 （地域）福井県全域 （単位）事業所 （属性）企業規模５０人以上で、

かつ、事業所規模５０人以上の事業所 （抽出枠）職種別民間給与実態調査

標本名簿（人事院作成） 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）１００／４００ （配布）調査員調査 （取

集）調査員調査 （記入）他計 （把握時）調査年の４月分の最終給与締切

日現在 （系統）福井県人事委員会一報告者 

【周期・期日】 （周期）１回限り （実施期日）平成２８年５月１日から平成２８年６

月中旬 

【調査事項】 再雇用者の昨年１年間の賞与その他特別給与の額  
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（２）変更 

【調査名】 広島県人口移動統計調査（平成２８年届出） 

【受理年月日】 平成２８年３月９日 

【実施機関】 広島県総務局統計課 

【目 的】 本調査は、広島県の人口の移動状況を把握し、各種行政施策の基礎資料とす

るとともに、市町人口の推計の基礎資料を得ることを目的とする。 

【調査の構成】 １－人口移動統計調査甲調査票 

※ 

【調査票名】 １－人口移動統計調査甲調査票 

【調査対象】 （地域）広島県全域 （単位）市区町 （属性）市区町 （抽出枠）市区

町 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）３１ （配布）配布 郵送、オンライン （取

集）配布 郵送、オンライン （記入）自計 （把握時）毎月末日現在 （系

統）広島県－報告者 

【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）調査対象月の翌月１５日 

【調査事項】 １．日本人及び外国人の男女別及び年齢階級別人口、２．転入者数及び転

出者数、３．出生者数及び死亡者数等、４．日本人、外国人及び複数国籍の

世帯数 

※ 

【調査票名】 ２－人口移動統計調査乙調査票 

【調査対象】 （地域）広島県全域 （単位）個人 （属性）県内の一の市町（広島市に

あっては区）の区域内から当該市町の区域外に住所を移す者及び県内以外の

区域から県内の市町の区域内に住所を移す者で、住民基本台帳法に基づき住

民票に記載され、又は住民票を消除された者。ただし、外国人住民を除く。 

（抽出枠）調査実施期間中に転入・転出の手続のために市区町窓口を訪れた

者 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１３，０００ （配布）その他（市区町窓口） 

（取集）その他（市区町窓口） （記入）自計 （把握時）調査票記入日現

在 （系統）広島県－市区町－報告者 

【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）毎月１日から末日まで 

【調査事項】 １．外国人を除く日本人の転入元又は転出先の住所地、２．移動の理由、

３．性別及び出生年月、４．移動先での居住予定、５．１５歳時の住所地、

６．移住の有無、７．単身赴任の有無、８．移住・定住情報の認知・利用度  
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【調査名】 大阪府工業指数作成のための生産動態調査（平成２８年届出） 

【受理年月日】 平成２８年３月１８日 

【実施機関】 大阪府総務部統計課 

【目 的】 本調査は、大阪府における工業生産の状況を把握し、府工業指数作成のため

の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－所管外品目調査票 

※ 

【調査票名】 １－所管外品目調査票 

【調査対象】 （地域）大阪府全域 （単位）事業所 （属性）日本標準産業分類に掲げ

る大分類「製造業」に属し、別紙で指定した品目を製造する事業所及び別紙

で指定した品目の生産動態を集計する機関。 （抽出枠）平成２２年工業統

計調査の名簿 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）１５／２０，１２２ （配布）郵送 （取

集）郵送・ＦＡＸ・電話・電子メール （記入）自計 （把握時）毎月末日

現在 （系統）大阪府－報告者 

【周期・期日】 （周期）毎月 （実施期日）翌月末日 

【調査事項】 １．月初在庫数量、２．生産数量、３．出荷数量、４．過欠補正数量、５．

月末在庫数量  
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【調査名】 青森県景気ウォッチャー調査（平成２８年届出） 

【受理年月日】 平成２８年３月２２日 

【実施機関】 青森県企画政策部統計分析課 

【目 的】 統計データには表れないきめ細かな生活実感のある情報を収集し、県内景気

動向判断の基礎資料とする。 

【調査の構成】  

※ 

【調査票名】 １－青森県景気ウォッチャー調査 調査票 

【調査対象】 （地域）青森県全域 （単位）個人 （属性）青森県内に住所を有する事

業所の従事者等 （抽出枠）東奥年鑑等 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）１００／２４，０００ （配布）郵送 （取

集）郵送・ＦＡＸ （記入）自計 （把握時）調査票記入日現在 （系統）

青森県－報告者 

【周期・期日】 （周期）四半期（１月、４月、７月、１０月） （実施期日）おおむね

同月の１５日 

【調査事項】 １．景気の現状に対する判断（水準）、２．３カ月前と比べた景気の現状

に対する判断（方向性）とその理由、３．３カ月後の景気の先行きに対する

判断（方向性）とその理由、４．北海道新幹線開業によるここ３カ月間の景

気への影響に対する判断とその理由（平成２８年度及び平成２９年度４月期

のみ調査）、５．北海道新幹線開業による今後３カ月先の景気への影響に対

する判断とその理由（平成２８年度及び平成２９年度４月期のみ調査）  
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【調査名】 奈良県観光客動態調査（平成２８年届出） 

【受理年月日】 平成２８年３月２３日 

【実施機関】 奈良県地域振興部観光局ならの観光力向上課 

【目 的】 奈良県内の観光入込客数、観光客の性別、年齢、発地等を把握し、今後の観

光施策の立案に役立てる。 

【調査の構成】 １－入込客数調査票 ２－パラメータ調査票 

※ 

【調査票名】 １－入込客数調査票 

【調査対象】 （地域）奈良県全域 （単位） （属性）市町村から報告のあった観光客

数を把握できる観光地点の管理者及び、観光入込客のある行事イベントの実

施者等 （抽出枠）県で作成した観光地点名簿 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）約５００ （配布）電話・ＦＡＸ （取集）電

話・ＦＡＸ （記入）自計 （把握時）四半期ごとの月期実績 （系統）奈

良県－市町村－報告者 

【周期・期日】 （周期）四半期 （実施期日）四半期最終月の翌々月の末日 

【調査事項】 観光地点及び行祭事・イベント別の月別観光入込客数 

※ 

【調査票名】 ２－パラメータ調査票 

【調査対象】 （地域）奈良県全域 （単位）個人 （属性）観光地点等を訪れた観光客 

（抽出枠）県が作成した観光地点名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）約１２０００／約２０００００００ （配

布）調査員 （取集）調査員 （記入）他計 （把握時）四半期ごとの休日

の１日 （系統）奈良県－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）四半期 （実施期日）調査実施後２カ月以内 

【調査事項】 １．居住地、２．性別、年齢、３．宿泊地、宿泊日数、４．旅行の目的、

５．同行者、６．訪問回数、７．立ち寄り観光地、８．移動手段、９．観光

消費額 
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【調査名】 奈良県宿泊統計調査（平成２８年届出） 

【受理年月日】 平成２８年３月２３日 

【実施機関】 奈良県地域振興部観光局ならの観光力向上課 

【目 的】 奈良県内宿泊施設における宿泊者数等を四半期ごとに把握し、今後の観光施

策の立案に役立てる。 

【調査の構成】 １－奈良県宿泊統計調査 調査票（ホテル・旅館） ２－奈良県宿泊統

計調査 調査票（簡易宿所・キャンプ場） 

※ 

【調査票名】 １－奈良県宿泊統計調査 調査票（ホテル・旅館） 

【調査対象】 （地域）県内全域 （単位） （属性）宿泊施設（ホテル、旅館） （抽

出枠）旅館業法に基づく許可を受けている県内宿泊施設 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）約２００ （配布）郵送 （取集）郵送 

（記入）自計 （把握時）直近の四半期の実績 （系統）奈良県－民間業者

－報告者 

【周期・期日】 （周期）四半期 （実施期日）四半期の翌々月２０日ごろ 

【調査事項】 宿泊目的、宿泊者数、宿泊者実数、宿泊者数の内訳（修学旅行、外国人、

県内、県外、国籍別）、客室稼働率、など 

※ 

【調査票名】 ２－奈良県宿泊統計調査 調査票（簡易宿所・キャンプ場） 

【調査対象】 （地域）県内全域 （単位） （属性）宿泊施設（簡易宿所・キャンプ場） 

（抽出枠）旅館業法に基づく許可を受けている県内宿泊施設 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）約１５０ （配布）郵送 （取集）郵送 

（記入）自計 （把握時）直近の四半期の実績 （系統）奈良県－民間業者

－報告者 

【周期・期日】 （周期）四半期 （実施期日）四半期の翌々月２０日ごろ 

【調査事項】 宿泊目的、宿泊者数、宿泊者実数、宿泊者数の内訳（修学旅行、外国人、

県内、県外別）、客室稼働率、など  
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【調査名】 鳥取県山間集落実態調査（平成２８年届出） 

【受理年月日】 平成２８年３月３０日 

【実施機関】 鳥取県元気づくり総本部元気づくり推進局とっとり暮らし支援課 

【目 的】 本調査は、少子高齢化、人口の減少カが著しく、農地荒廃や集落機能低下等

の様々な問題を抱えている中山間地域において、特に過疎化、高齢化の進展が著

しい山間地域に居住する住民の日常生活の状況を把握し、これまでの中山間地域

振興施策の成果を分析し、次期中山間対策の検討を行うための基礎資料とするこ

とを目的とする。 

【調査の構成】 １－山間集落実態調査票 世帯調査票 

※ 

【調査票名】 １－山間集落実態調査票 世帯調査票 

【調査対象】 （地域）鳥取県全域 （単位）世帯及び世帯員 （属性）鳥取県内の山間

集落のうち、谷地の最上流に位置する集落に居住する世帯及び世帯員 （抽

出枠）鳥取県の住民基本台帳、総合管内図 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）２，５００／２１５，５４２ （配布）５

年 （取集）調査員調査、職員調査 （記入）自計 （把握時）平成２８年

５月１日現在 （系統）配布：鳥取県－市町村－報告者 回収：報告者－市

町村－委託先－鳥取県 

【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）平成２８年４月中旬～７月３１日 

【調査事項】 １．家族の状況・生活の範囲、２．食料品などの買い物について、３．世

帯の収入、４．住まいの環境・暮らしの様子、５．くらしの安心、６．家族

のＵターンの状況、７．将来の見込み、８．山林・農地の所有状況、９．情

報通信の状況、１０．地域おこし協力隊・集落支援員 
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